
伊丹市人権・同和教育研究協議会補助金交付要綱（令和６年４月施行） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊丹市人権・同和教育研究協議会（以下「協議会」という。）が人権・

同和教育研究を行う市民団体として、「伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針」に

基づいて市と連携し、多様な人権課題について啓発事業を行うために必要な経費の一部

を補助することに関し、補助金等の交付に関する規則（昭和４２年伊丹市規則第２１号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象等） 

第２条 補助対象団体は、第１条に規定する協議会とする。 

２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、協議会が行う次に掲

げる事業とする。 

⑴ 多様な人権課題における諸問題に関する調査研究並びに資料の収集及び刊行に関す

る事業 

⑵ 研究会、講演会等の開催 

⑶ 関係諸機関及び団体との連携に関する事業 

⑷ その他多様な人権課題の解決に向けた目的達成に必要な事業 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条に規定する補助事業の実施に必要な経費に相当する額とし、年

額１１０万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。 

（補助金の交付申請） 

第４条 協議会は補助金の交付を受けようとするときは、伊丹市人権・同和教育研究協議会

補助金交付申請書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添え、当該年度の５月３１

日までに市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条に基づく補助金の申請を受けた場合には、速やかにその内容を審査の

うえ交付の可否を決定し、伊丹市人権・同和教育研究協議会補助金交付決定通知書（様式

第２号）により協議会に通知するものとする。 

（補助金の交付時期） 

第６条 市長は、前条の決定に基づき、次に掲げる期間の補助対象経費に係る補助金につい

て、当該各号に定める時期に交付する。 

  ⑴ ４月１日から８月３１日までの期間 ６月 

  ⑵ ９月１日から３月３１日までの期間 ９月 

（補助金の交付請求） 

第７条 協議会は、補助金の交付を請求しようとするときは、伊丹市人権・同和教育研究協

議会補助金交付請求書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を添え、前条第１号に掲



げる期間の補助対象経費に係る補助金については当該年度の６月８日までに、同条第２

号に掲げる期間の補助対象経費に係る補助金については当該年度の９月８日までに、そ

れぞれ市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、請求書を受理した日から３０日以内に、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取り消し等） 

第９条 市長は、協議会が次のいずれかに該当すると認めたときは、この要綱に基づく補助

金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求める

ことができる。 

⑴ 補助金を補助対象以外の目的に使用したとき。 

⑵ 虚偽又は不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。 

⑶ その他この要綱に規定に違反したとき。 

（実績報告） 

第１０条 協議会は、補助対象事業が完了した日の翌日から起算して３０日以内に、伊丹市

人権・同和教育研究協議会実績報告書（様式第４号）により、市長に実績を報告しなけれ

ばならない。 

（実績報告書の審査等） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類

審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定に係る事業内容及びこれに

付された条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 市長は、前条の規定により調査をした結果により、補助金の交付決定の内容及び

これに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、協議会

に通知しなければならない。 

２ 市長は、確定した補助金の額が、補助金の交付決定における交付額と同額である場合は、

前項の規定による通知を省略することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、協議会に対し、期限を定めてその返還を求めなければな

らない。 

（細則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 付則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


